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(57)【要約】
【課題】視差による画像品位の低下を抑制することがで
きる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶表示装置１は、互いに対向して配置さ
れる第１偏光板１３ｂ及び第２偏光板１３ａを有する第
１液晶パネル１０と、第１液晶パネル１０と重ね合わせ
て配置され、第１液晶パネル１０とは反対側に第３偏光
板１３ｂを有する第２液晶パネル２０と、第１液晶パネ
ル１０と第２液晶パネル２０との間に配置される接着層
３０と、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との
間に接着層３０と積層して配置される光拡散層４０とを
備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向して配置される第１偏光板及び第２偏光板を有する第１液晶パネルと、
　前記第１液晶パネルと重ね合わせて配置され、前記第１液晶パネルとは反対側に第３偏
光板を有する第２液晶パネルと、
　前記第１液晶パネルと前記第２液晶パネルとの間に配置される接着層と、
　前記第１液晶パネルと前記第２液晶パネルとの間に前記接着層と積層して配置される光
拡散層とを備える
　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第２液晶パネルに対して前記第１液晶パネルと反対側に対向して配置されるバック
ライトを備え、
　前記光拡散層は、前記第１液晶パネルと前記接着層との間に配置される
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第２液晶パネルは、さらに、前記第１液晶パネル側に第４偏光板を有する
　請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記接着層の厚みは、０．４ｍｍ以上０．６ｍｍ以下である
　請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記光拡散層のヘイズ値は、８９％以上９２％以下である
　請求項１～４のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第１液晶パネルは、カラー画像を表示し、
　前記第２液晶パネルは、モノクロ画像を表示する
　請求項１～５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、液晶表示装置に関し、特に、重ね合わせた複数の液晶パネルを用いて画像表
示を行う液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルを用いた液晶表示装置は、低消費電力で画像を表示することができるため、
テレビ又はモニタ等のディスプレイ等として利用されている。しかしながら、液晶表示装
置は、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置と比べてコント
ラスト比が低い。
【０００３】
　そこで、複数の液晶パネルを重ね合わせることで、有機ＥＬ表示装置に匹敵する又はそ
れ以上のコントラスト比で画像を表示することができる液晶表示装置が検討されている。
しかし、複数の液晶パネルを重ね合わせると、視差による二重像が発生して画像品位が低
下する。そこで、複数の液晶パネルの互いに対向する面の少なくとも一方が粗面である液
晶表示装置が開示されている（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－４９３２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の液晶表示装置では、周囲の温度等により互いに対向
する面の間の距離（以降において、セル間ギャップとも記載する）が変化する。そして、
当該セル間ギャップの変化により二重像が発生して画像品位が低下する場合がある。つま
り、視差による二重像の発生に対し、さらなる改善が望まれる。
【０００６】
　本開示は、このような課題を解決するためになされたものであり、視差による画像品位
の低下を抑制することができる液晶表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本開示に係る液晶表示装置の一態様は、互いに対向して配
置される第１偏光板及び第２偏光板を有する第１液晶パネルと、前記第１液晶パネルと重
ね合わせて配置され、前記第１液晶パネルとは反対側に第３偏光板を有する第２液晶パネ
ルと、前記第１液晶パネルと前記第２液晶パネルとの間に配置される接着層と、前記第１
液晶パネルと前記第２液晶パネルとの間に前記接着層と積層して配置される光拡散層とを
備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示によれば、視差による画像品位の低下を抑制することができる液晶表示装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態に係る液晶表示装置の外観斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る液晶表示装置の概略構成を模式的に示す分解斜視図で
ある。
【図３】図３は、実施の形態に係る液晶表示装置の断面構成を模式的に示す図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る液晶表示装置の拡大断面図である。
【図５】図５は、実施の形態に係る接着層の厚みと表示の見栄えとの関係を示す図である
。
【図６Ａ】図６Ａは、実施の形態に係る色ムラの算出を説明するための第１図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、実施の形態に係る色ムラの算出を説明するための第２図である。
【図７】図７は、実施の形態に係る光拡散層のヘイズ値と色ムラの判定結果とを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本開示の実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、い
ずれも本開示の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示
される、数値、形状、材料、構成要素、及び、構成要素の配置位置や接続形態などは、一
例であって本開示を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素
のうち、本開示の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、
任意の構成要素として説明される。
【００１１】
　また、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図にお
いて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略また
は簡略化される場合がある。
【００１２】
　また、本明細書及び図面において、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸は、三次元直交座標系の三軸を
表しており、Ｘ軸及びＹ軸は、互いに直交し、かつ、いずれもＺ軸に直交する軸である。
説明の便宜上、前後方向をＸ軸方向と一致させ、左右方向をＹ軸方向と一致させ、上下方
向をＺ軸方向と一致させ、重力方向（下方向）をＺ軸マイナス方向と一致させているが、
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この対応付けは、本開示に係る液晶表示装置の製造時又は使用時における姿勢を限定する
ものではない。また、例えば、以下の実施の形態において、「平面視」とは、Ｘ軸方向か
ら見ることを意味する。
【００１３】
　また、本明細書において、矩形などの要素の形状を示す用語、並びに、数値、および、
数値範囲は、厳格な意味のみを表す表現ではなく、実質的に同等な範囲、例えば数％程度
の差異をも含むことを意味する表現である。
【００１４】
　（実施の形態）
　［１．液晶表示装置の概略構成］
　まず、実施の形態に係る液晶表示装置１の概略構成について、図１～図３を用いて説明
する。図１は、本実施の形態に係る液晶表示装置１の外観斜視図である。図２は、同液晶
表示装置１の概略構成を模式的に示す分解斜視図である。図３は、同液晶表示装置１の断
面構成を模式的に示す図である。なお、図２及び図３では、液晶表示装置１が備える各構
成要素のうち、液晶モジュール２及びバックライト５０のみを図示している。また、図２
及び図３に示される矢印は、バックライト５０から出射する光を模式的に示している。
【００１５】
　図１～図３に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置１は、静止画像又は動画像
の画像（映像）を表示するための画像表示装置の一例であって、液晶モジュール２と、バ
ックライト５０と、筐体６０と、スタンド７０とを備える。液晶モジュール２は、第１液
晶パネル１０と、第２液晶パネル２０と、接着層３０と、光拡散層４０とを備える。つま
り、液晶表示装置１全体としては、第１液晶パネル１０と、第２液晶パネル２０と、接着
層３０と、光拡散層４０と、バックライト５０と、筐体６０と、スタンド７０とを備える
。図２及び図３の例では、液晶表示装置１において、第１液晶パネル１０、光拡散層４０
、接着層３０、第２液晶パネル２０及びバックライト５０は、第１液晶パネル１０からバ
ックライト５０に向かって、この順で配置される。
【００１６】
　第１液晶パネル１０は、メインパネルであって、ユーザが視認する画像を表示する。本
実施の形態において、第１液晶パネル１０は、カラー画像を表示する。第１液晶パネル１
０は、第２液晶パネル２０の前面側（例えば、Ｘ軸プラス側）に配置される。
【００１７】
　第２液晶パネル２０は、第１液晶パネル１０の背面側（例えば、Ｘ軸マイナス側）に配
置されるサブパネルである。第２液晶パネル２０は、第１液晶パネル１０に表示されるカ
ラー画像に対応したモノクロ画像を、そのカラー画像に同期させて表示する。第２液晶パ
ネル２０は、バックライト５０及び第１液晶パネル１０の間に配置される。
【００１８】
　第１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０は、画像が表示される画像表示領域として
、マトリクス状に配列された複数の画素を有する。第１液晶パネル１０の画素数と第２液
晶パネル２０の画素数とは同じでなくてもよいが、メインパネルである第１液晶パネル１
０の方が画素数が多いとよい。また、第１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０の駆動
方式は、例えばＩＰＳ（Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式であるが、これに
限るものではなく、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式又はＴＮ（Ｔｗ
ｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）方式等であってもよい。
【００１９】
　第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０とは、接着層３０によって貼り合わされてい
る。つまり、第２液晶パネル２０は、第１液晶パネル１０に重ね合わせられる。また、第
１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０には、フレキシブル基板を介してドライバ基板
が接続されている。
【００２０】
　接着層３０は、第１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０の間に配置され、第１液晶
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パネル１０と第２液晶パネル２０とを貼り合わせるための接着部材である。接着層３０は
、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間の空間を埋めるように配置される。接
着層３０は、例えば、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間の全域にわたって
設けられる。第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間のセル間ギャップは、例え
ば、接着層３０の厚みとなる。接着層３０は、例えば、ＯＣＡ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｌｅ
ａｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ）等の接着剤である。また、接着層３０は、一対の第１透明基板
１１及び一対の第２透明基板２１と同等の屈折率を有する。
【００２１】
　接着層３０の厚みの詳細は後述するが、０．４ｍｍ以上０．６ｍｍ以下である。
【００２２】
　光拡散層４０は、第１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０の間に配置された光学部
材である。本実施の形態では、光拡散層４０は、第１液晶パネル１０と接着層３０との間
に配置される。光拡散層４０は、入射した光を拡散（散乱）させる拡散層として機能する
。したがって、第２液晶パネル２０から光拡散層４０に入射した光は、光拡散層４０で拡
散されて光拡散層４０を透過し、第１液晶パネル１０に入射する。光拡散層４０は、例え
ば、樹脂材料に反射性微粒子が分散された樹脂シートであるが、これに限るものではなく
、微小凹凸構造等によって光を拡散させるものであってもよい。
【００２３】
　光拡散層４０は、例えば、接着性を有しており、第１液晶パネル１０（具体には、図４
に示す第１裏面偏光板１３ａ）と直接接触されている。光拡散層４０は、例えば、光拡散
粘着シートであってもよい。
【００２４】
　光拡散層４０の厚みは、接着層３０の厚みより薄い。光拡散層４０の厚みは、例えば、
１ｍｍ以下であるが、これに限るものではない。一例として、光拡散層４０の厚みは、０
．０５ｍｍである。
【００２５】
　なお、図２及び図３では、光拡散層４０は、第１液晶パネル１０と接着層３０との間に
配置される例を示しているが、これに限るものではなく、第２液晶パネル２０と接着層３
０との間に配置されていてもよい。
【００２６】
　バックライト５０は、第１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０に向けて光を照射す
る。バックライト５０は、均一な散乱光（拡散光）を照射する面光源である。バックライ
ト５０は、第２液晶パネル２０の背面側（例えば、Ｘ軸マイナス側）に配置される。言い
換えると、バックライト５０は、第２液晶パネル２０に対して第１液晶パネル１０と反対
側に対向して配置される。バックライト５０は、例えば、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔ
ｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を光源とするＬＥＤバックライトであるが、これに限るものでは
ない。また、本実施の形態において、バックライト５０は、直下型であるが、エッジ型で
あってもよい。なお、バックライト５０は、光源からの光を拡散させるために拡散板（拡
散シート）等の光学部材を有する。
【００２７】
　筐体６０は、液晶モジュール２及びバックライト５０を保持する保持部材である。筐体
６０は、液晶モジュール２（具体的には、第１液晶パネル１０）の前面以外の部分を覆う
。筐体６０は、例えば、ポリカーボネートやポリスチレン等の樹脂、又は、アルミニウム
合金等の金属により構成される。
【００２８】
　スタンド７０は、各構成要素が収容された筐体６０を保持する保持部材である。
【００２９】
　このように、本実施の形態に係る液晶表示装置１では、第１液晶パネル１０及び第２液
晶パネル２０の２つの液晶パネルを重ね合わせて画像を表示しているので、黒を引き締め
ることができる。これにより、高コントラスト比の画像を表示することができる。また、
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液晶表示装置１は、例えばＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）対応テレビ
であり、バックライト５０として、ローカルディミング対応の直下型ＬＥＤバックライト
を用いていてもよい。これにより、高コントラスト比かつ高画質のカラー画像を表示する
ことができる。
【００３０】
　［２．液晶表示装置の詳細構成］
　次に、図４を用いて、液晶表示装置１の詳細な構成を説明する。図４は、本実施の形態
に係る液晶表示装置１の拡大断面図である。図４は、図３の破線で囲まれる領域ＩＶを拡
大して示している。
【００３１】
　まず、第１液晶パネル１０について説明する。図４に示すように、第１液晶パネル１０
は、一対の第１透明基板１１と、第１液晶層１２と、一対の第１パネル用偏光板１３とを
有する。
【００３２】
　一対の第１透明基板１１の各々は、例えばガラス基板であり、互いに対面するように配
置されている。本実施の形態において、一対の第１透明基板１１のうち第２液晶パネル２
０側の位置する第１透明基板１１がＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
）等を形成するためのＴＦＴ基板である第１ＴＦＴ基板１１ａであり、一対の第１透明基
板１１のうち第２液晶パネル２０側とは反対側に位置する第１透明基板１１が第１対向基
板１１ｂである。
【００３３】
　第１ＴＦＴ基板１１ａの第１液晶層１２側の面には、ＴＦＴ又は配線等が設けられたＴ
ＦＴ層１４（第１ＴＦＴ層）が形成されている。また、ＴＦＴ層１４の平坦化層上には、
第１液晶層１２に電圧を印加するための画素電極が形成されている。本実施の形態では第
１液晶パネル１０がＩＰＳ方式により駆動されるので、第１ＴＦＴ基板１１ａには、画素
電極だけではなく、対向電極も形成されている。ＴＦＴ、画素電極及び対向電極等は、画
素ごとに形成されている。また、画素電極及び対向電極を覆うように配向膜が形成されて
いる。
【００３４】
　第１対向基板１１ｂは、カラーフィルタ１５ｂが形成されたカラーフィルタ基板（ＣＦ
基板）であり、第１対向基板１１ｂの第１液晶層１２側の面には、第１ブラックマトリク
ス１５ａ及びカラーフィルタ１５ｂを有する画素形成層１５（第１画素形成層）が形成さ
れている。
【００３５】
　画素形成層１５は、一対の第１透明基板１１の間に配置されている。つまり、第１ブラ
ックマトリクス１５ａ及びカラーフィルタ１５ｂは、一対の第１透明基板１１の間に配置
されている。
【００３６】
　第１ブラックマトリクス１５ａには、画素を構成するマトリクス状の複数の第１開口部
が形成されている。つまり、複数の第１開口部の各々は、複数の画素の各々に対応してい
る。第１ブラックマトリクス１５ａは、例えば、各第１開口部の平面視形状が矩形状とな
るように、格子状に形成されている。
【００３７】
　カラーフィルタ１５ｂは、第１ブラックマトリクス１５ａの第１開口部の内部に形成さ
れている。カラーフィルタ１５ｂは、例えば、赤色用のカラーフィルタ、緑色用のカラー
フィルタ、及び、青色用のカラーフィルタによって構成されている。各色のカラーフィル
タは、各画素に対応している。
【００３８】
　なお、画素形成層１５を覆うようにオーバーコート層が形成されている。さらに、オー
バーコート層の表面（第１液晶層１２側の面）には配向膜が形成されている。
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【００３９】
　第１液晶層１２は、一対の第１透明基板１１の間に封止されている。具体的には、第１
ＴＦＴ基板１１ａに形成された配向膜と第１対向基板１１ｂに形成された配向膜との間に
封止されている。第１液晶層１２の液晶材料は、駆動方式に応じて適宜選択することがで
きる。
【００４０】
　一対の第１パネル用偏光板１３は、樹脂材料からなるシート状の偏光フィルムであり、
一対の第１透明基板１１を挟むように配置されている。具体的には、一対の第１パネル用
偏光板１３のうちの一方（第１裏面偏光板１３ａ）が第１ＴＦＴ基板１１ａの外面（第１
液晶層１２側とは反対側の面）に貼り合わされており、一対の第１パネル用偏光板１３の
うちの他方（第１表面偏光板１３ｂ）が第１対向基板１１ｂの外面（第１液晶層１２側と
は反対側の面）に貼り合わされている。このように、一対の第１パネル用偏光板１３は、
互いに対向するように配置される。また、一対の第１パネル用偏光板１３は、偏光方向が
互いに直交するように配置されている。つまり、一対の第１パネル用偏光板１３は、クロ
スニコルで配置されている。なお、第１表面偏光板１３ｂは、第１偏光板の一例であり、
第１裏面偏光板１３ａは、第２偏光板の一例である。
【００４１】
　一対の第１パネル用偏光板１３の各々の厚さは、例えば、０．１ｍｍ～０．２ｍｍであ
るが、これに限るものではない。一例として、第１パネル用偏光板１３の厚さは、いずれ
も０．２ｍｍである。また、第１裏面偏光板１３ａの厚みは、例えば、光拡散層４０の厚
みより厚い。
【００４２】
　次に、第２液晶パネル２０について説明する。第２液晶パネル２０は、一対の第２透明
基板２１と、第２液晶層２２と、一対の第２パネル用偏光板２３とを有する。
【００４３】
　一対の第２透明基板２１の各々は、例えばガラス基板であり、互いに対面するように配
置されている。本実施の形態において、一対の第２透明基板２１のうちバックライト５０
側に位置する第２透明基板２１が第２ＴＦＴ基板２１ａであり、一対の第２透明基板２１
のうち第１液晶パネル１０側に位置する第２透明基板２１が第２対向基板２１ｂである。
【００４４】
　第２ＴＦＴ基板２１ａは、第１液晶パネル１０の第１ＴＦＴ基板１１ａと同様の構成で
ある。したがって、第２ＴＦＴ基板２１ａの第２液晶層２２側の面にはＴＦＴ層２４（第
２ＴＦＴ層）が形成されており、ＴＦＴ層２４の平坦化層上には画素ごとに画素電極及び
対向電極が形成されている。また、画素電極及び対向電極を覆うように配向膜が形成され
ている。
【００４５】
　第２対向基板２１ｂの第２液晶層２２側の面には、第２ブラックマトリクス２５ａを有
する画素形成層２５（第２画素形成層）が形成されている。画素形成層２５は、一対の第
２透明基板２１の間に配置されている。つまり、第２ブラックマトリクス２５ａは、一対
の第２透明基板２１の間に配置されている。
【００４６】
　第２ブラックマトリクス２５ａには、画素を構成するマトリクス状の複数の第２開口部
が形成されている。つまり、複数の第２開口部の各々は、複数の画素の各々に対応してい
る。第２ブラックマトリクス２５ａは、例えば、各第２開口部の平面視形状が矩形状とな
るように、格子状に形成されている。
【００４７】
　なお、画素形成層２５を覆うようにオーバーコート層が形成されている。さらに、オー
バーコート層の表面（第２液晶層２２側の面）には配向膜が形成されている。また、本実
施の形態において、第２液晶パネル２０はモノクロ画像を表示するので、第２対向基板２
１ｂには、カラーフィルタが形成されていない。したがって、複数の第２開口部の内部に
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は、オーバーコート層が形成されている。
【００４８】
　第２液晶層２２は、一対の第２透明基板２１の間に封止されている。具体的には、第２
ＴＦＴ基板２１ａに形成された配向膜と第２対向基板２１ｂに形成された配向膜との間に
封止されている。第２液晶層２２の液晶材料は、駆動方式に応じて適宜選択することがで
きる。
【００４９】
　一対の第２パネル用偏光板２３は、樹脂材料からなるシート状の偏光フィルムであり、
一対の第２透明基板２１を挟むように配置されている。具体的には、一対の第２パネル用
偏光板２３のうちの一方（第２裏面偏光板２３ａ）が第２ＴＦＴ基板２１ａの外面（第２
液晶層２２側とは反対側の面）である入射面２１ａ１に貼り合わされており、一対の第２
パネル用偏光板２３のうちの他方（第２表面偏光板２３ｂ）が第２対向基板２１ｂの外面
（第２液晶層２２側とは反対側の面）である出射面２１ｂ１に貼り合わされている。この
ように、一対の第２パネル用偏光板２３は、互いに対向するように配置される。また、一
対の第２パネル用偏光板２３は、偏光方向が互いに直交するように配置されている。つま
り、一対の第２パネル用偏光板２３は、クロスニコルで配置されている。なお、第２表面
偏光板２３ｂは、第４偏光板の一例であり、第２裏面偏光板２３ａは、第３偏光板の一例
である。
【００５０】
　第２液晶パネル２０は、第１液晶パネル１０と反対側に第２裏面偏光板２３ａを有する
。例えば、第２液晶パネル２０は、バックライト５０からの光が入射する入射面２１ａ１
に第２裏面偏光板２３ａを有する。また、第２液晶パネル２０は、さらに第１液晶パネル
１０側に第２表面偏光板２３ｂを有する。例えば、第２液晶パネル２０は、バックライト
５０からの光が出射する出射面２１ｂ１に第２表面偏光板２３ｂを有する。
【００５１】
　一対の第２パネル用偏光板２３の各々の厚さは、例えば、０．１ｍｍ～０．２ｍｍであ
るが、これに限るものではない。一例として、第２パネル用偏光板２３の厚さは、いずれ
も０．２ｍｍである。
【００５２】
　なお、第２液晶パネル２０は、第２表面偏光板２３ｂ及び第２裏面偏光板２３ａを有す
る例について説明したが、第２表面偏光板２３ｂを有していなくてもよい。
【００５３】
　上記のように、第１液晶パネル１０は、両面に一対の第１パネル用偏光板１３を有し、
第２液晶パネル２０は、第１液晶パネル１０と重ね合わせて配置され、バックライト５０
からの光が入射する入射面２１ａ１に第２裏面偏光板２３ａを有する。
【００５４】
　ここで、第２表面偏光板２３ｂの詳細構成について説明する。
【００５５】
　図４に示すように、第２表面偏光板２３ｂは、反射防止層２３ｂ１、偏光層２３ｂ２、
基材２３ｂ３及び接着層２３ｂ４がこの順に積層した構成を有する。
【００５６】
　反射防止層２３ｂ１は、第１液晶パネル１０から第２液晶パネル２０側に入射する光（
例えば、蛍光灯などの外光）の反射を低減するための層である。反射防止層２３ｂ１を設
けることで、外光による映り込みなどの画像品位の低下を抑制することができる。
【００５７】
　本実施の形態では、反射防止層２３ｂ１は、例えば、ベースフィルムにアンチグレア層
をコーティングして表面に凹凸を形成したアンチグレアフィルム（ＡＧフィルム）である
が、光の干渉効果により反射光を低減するアンチリフレクションフィルム（ＡＲフィルム
）であってもよい。
【００５８】
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　偏光層２３ｂ２は、特定の方向に偏光した光のみを透過する偏光子を含む層である。偏
光層２３ｂ２は、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）フィルムを二色性物質（例え
ば、ヨウ素化合物等の二色性材料又は二色性染料）により染色し、延伸処理を行うことに
より形成することができる。
【００５９】
　基材２３ｂ３は、第２表面偏光板２３ｂの保護層となる部材である。基材２３ｂ３は、
例えば、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルム、アクリルフィルム、環状オレフィ
ン系フィルム等を用いることができる。基材２３ｂ３の厚さは、２０μｍ以上１００μｍ
以下であるが、これに限るものではない。
【００６０】
　接着層２３ｂ４は、第２表面偏光板２３ｂを他の物体（例えば、第２対向基板２１ｂ）
に貼り合わせるために設けられる層である。接着層２３ｂ４は、アクリル系又はポリエス
テル系の粘着剤を用いて形成することでき、好ましくはアクリル系の粘着剤を用いるとよ
い。
【００６１】
　なお、反射防止層２３ｂ１、偏光層２３ｂ２、及び、基材２３ｂ３は、直接積層されて
もよいし、接着剤を介して積層されてもよい。また、基材２３ｂ３は、偏光層２３ｂ２と
接着層２３ｂ４の間に配置されることに限られず、反射防止層２３ｂ１と偏光層２３ｂ２
との間に配置されてもよい。
【００６２】
　なお、一対の第１パネル用偏光板１３及び第２裏面偏光板２３ａの構成も、図４と同様
であってもよい。例えば、第１裏面偏光板１３ａは、第１液晶パネル１０から第２液晶パ
ネル２０に向かう向きに、接着層、基材、偏光層、及び、反射防止層がこの順に積層した
構成を有してもよい。つまり、第１裏面偏光板１３ａには、光拡散層４０は含まれない。
例えば、第１裏面偏光板１３ａが光拡散層４０を有する構成である場合、第１裏面偏光板
１３ａは偏光層を挟むように一対の基材を有する構成となることがある。第１裏面偏光板
１３ａが光拡散層４０を有さない構成とすることで、一対の基材を有する場合に比べ基材
を１層減らすことができるので、第１裏面偏光板１３ａの厚みを薄くすることができる。
これにより、第１ＴＦＴ基板１１ａと第２対向基板２１ｂとの間の距離を狭くすることが
できるので、視差による画像品位の低下をより抑制することができる。
【００６３】
　また、光拡散層４０が第１裏面偏光板１３ａと別体で設けられることで、第１液晶パネ
ル１０及び第２液晶パネル２０の仕様等に応じたヘイズ値を有する光拡散層４０を配置す
ることができる。言い換えると、光拡散層４０が第１裏面偏光板１３ａと別体として設け
られることで、視差による画像品位の低下を効果的に抑制することができる。
【００６４】
　なお、第１裏面偏光板１３ａ及び第２裏面偏光板２３ａは、反射防止層２３ｂ１を有し
ていなくてもよい。
【００６５】
　上記のように、接着層３０及び光拡散層４０は、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル
２０との間に積層して配置される。具体的には、接着層３０及び光拡散層４０は、第１液
晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間の空間を充填するように配置される。これによ
り、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に、空気層は形成されない。
【００６６】
　また、本実施の形態では、接着層３０は、第２液晶パネル２０の第２透明基板２１と光
拡散層４０との間に配置される。具体的には、接着層３０は、第２液晶パネル２０の第２
対向基板２１ｂと光拡散層４０との間に配置される。また、本実施の形態では、光拡散層
４０は、接着層３０と第１液晶パネル１０の第１透明基板１１との間に配置される。具体
的には、光拡散層４０は、接着層３０と第１液晶パネル１０の第１ＴＦＴ基板１１ａとの
間に配置される。なお、第２液晶パネル２０が第２表面偏光板２３ｂを有する場合、接着
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層３０は、第２液晶パネル２０の出射面２１ｂ１の第２表面偏光板２３ｂと光拡散層４０
との間に配置される。
【００６７】
　なお、接着層３０及び光拡散層４０が積層して配置されるとは、接着層３０及び光拡散
層４０が直接積層されること、及び、接着層３０及び光拡散層４０が他の部材を介して積
層されることを含む。
【００６８】
　上記のように、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に接着層３０を配置す
ることで、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間のセル間ギャップが変化しに
くくなるので、視差による画像品位の低下が抑制される。具体的には、経時変化（例えば
、温度変化）により画像品位が低下することが抑制される。
【００６９】
　［３．接着層の厚み］
　次に、接着層３０の厚みについて説明する。視差による画像品位の低下をさらに抑制す
るには、２枚の液晶パネルの間隔（セル間ギャップ）を狭くすることが考えられる。例え
ば、接着層３０の厚みを薄くすることが考えられる。しかし、接着層３０の厚みを薄くす
ると、２枚の液晶パネル同士の応力等により液晶パネルのセルギャップが不均一になり、
表示ムラが発生する。一方、接着層３０の厚みを厚くすると、表示ムラの発生を抑制する
ことはできるが、視差により画像品位が低下する。そこで、視差（二重像見え）及び表示
ムラの双方の発生が抑制される接着層３０の厚みについて、図５を参照しながら説明する
。
【００７０】
　図５は、本実施の形態に係る接着層３０の厚みと表示の見栄えとの関係を示す図である
。なお、図５に示す「ＯＫ」は二重像又は表示ムラが発生していない又は軽微であること
を示し、「ＮＧ」は二重像又は表示ムラが顕著に見えることを示している。二重像見えの
確認は、液晶表示装置１を第１液晶パネル１０の前面と直交する方向（例えば、Ｘ軸方向
）に対して１５°傾いた方向から見た場合の結果を示す。また、表示ムラの確認は、液晶
表示装置１を正面から見た場合の結果を示す。
【００７１】
　図５に示すように、二重像見えは、接着層３０の厚みが０．６ｍｍ以下では「ＯＫ」で
あり、０．７ｍｍでは「ＮＧ」である。よって、二重像見えを抑制する観点から、接着層
３０の厚みは、０．６ｍｍ以下であるとよい。また、表示ムラは、接着層３０の厚みが０
．３ｍｍ以下では「ＮＧ」であり、０．４ｍｍ以上では「ＯＫ」である。よって、表示ム
ラを抑制する観点から、接着層３０の厚みは、０．４ｍｍ以上であるとよい。つまり、二
重像見え及び表示ムラを抑制する観点から、接着層３０の厚みは、０．４ｍｍ以上０．６
ｍｍ以下であるとよい。また、二重像見えをさらに抑制する観点から接着層３０の厚みは
、０．４ｍｍ以上０．５ｍｍ以下であるとよい。
【００７２】
　なお、二重像及び表示ムラを確認する方向は、上記に限定されない。液晶表示装置１の
用途及びサイズ等により適宜決定されるとよい。
【００７３】
　［４．光拡散層のヘイズ値］
　次に、光拡散層４０のヘイズ値について、図６Ａ～図７を参照しながら説明する。光拡
散層４０のヘイズ値を調整することにより、色ムラ（モアレ）の発生を抑制することがで
きる。本実施の形態に係る液晶表示装置１は、光拡散層４０が第２表面偏光板２３ｂと別
体として設けられるので、光拡散層４０のヘイズ値を任意に設定可能である。
【００７４】
　まずは、ヘイズ値に対応する色ムラの算出について説明する。図６Ａは、本実施の形態
に係る色ムラの算出を説明するための第１図である。図６Ｂは、本実施の形態に係る色ム
ラの算出を説明するための第２図である。本実施の形態では、図６Ａ及び図６Ｂで説明す
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る方法で、色ムラを数値化する。以降において、色ムラを数値化した値を色ムラ値とも記
載する。なお、色ムラ値が高い程、色ムラが顕著である例について説明するが、これに限
られない。
【００７５】
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、色ムラ値は、液晶表示装置１が表示する画像の色情報
を計測し、計測した色情報（例えば、色度ｕ’）に基づいて算出される。具体的には、色
ムラ値は、色差Δｕ’及び距離Ｌに基づいて算出される。より具体的には、色ムラ値は、
色差Δｕ’を距離Ｌで除算することで算出される。なお、距離Ｌは、ポイントＰ１及びＰ
２の間の物理的な距離を意味する。距離Ｌの単位は、例えば、ｍｍである。
【００７６】
　色差Δｕ’は、例えば、計測した色情報における統計的な代表値を用いて算出される。
代表値は、例えば、色度ｕ’の最大値（例えば、ポイントＰ２における色度ｕ’に対応）
及び最小値（ポイントＰ１における色度ｕ’に対応）であるがこれに限られず、平均値、
中央値、最頻値及び標準偏差などであってもよい。以降において、代表値は、最大値と最
小値である例について説明する。色差Δｕ’は、色度ｕ’の最大値と最小値との差により
算出される。なお、図６Ａ及び図６Ｂでは、色差は、色差Δｕ’である例について図示し
ているが、色差Δｖ’であってもよいし、色差Δｕ’ｖ’であってもよい。なお、計測は
、例えば、第１液晶パネル１０の各画素のそれぞれに同じ階調値の表示をさせ、かつ第２
液晶パネル２０の各画素のそれぞれに同じ階調値の表示をさせたときに、液晶表示装置１
の斜め方向（例えば、第１液晶パネル１０の前面と直交する方向に対して１５°傾いた方
向）から行われる。
【００７７】
　図７は、本実施の形態に係る光拡散層４０のヘイズ値と色ムラの判定結果とを示す図で
ある。図７では、条件Ａ～Ｆの６条件におけるヘイズ値、色ムラ値、及び、色ムラの判定
結果を示している。なお、色ムラ値は、参考として記載しており、色ムラの判定は目視に
より行っている。
【００７８】
　また、図７に示す「ＯＫ」は色ムラ（モアレ）が発生していない又は軽微であることを
示し、「ＮＧ」は色ムラが顕著に見えることを示している。
【００７９】
　図７の条件Ａ及びＢに示すように、液晶表示装置１が接着層３０を備えることで、当該
接着層３０を備えていない場合に比べ、色ムラ値が小さくなっている。つまり、液晶表示
装置１が接着層３０を備えることで、視差による画像品位の低下の抑制に加え、色ムラに
よる画像品位の低下を抑制することができる。
【００８０】
　図７の条件Ｂ及びＦに示すように、液晶表示装置１が光拡散層４０を備えることで、当
該光拡散層４０を備えていない場合に比べ、色ムラ値が小さくなっている。条件Ｆに示す
ヘイズ値９１．８％の光拡散層４０を備える場合の色ムラ値は、条件Ｂに示す光拡散層４
０を備えていない場合の色ムラ値のおよそ１／５倍である。言い換えると、液晶表示装置
１は、ヘイズ値９１．８％の光拡散層４０を備えることで、光拡散層４０を備えていない
場合に比べ色ムラがおよそ５倍改善する。また、光拡散層４０のヘイズ値が高くなるほど
、色ムラ値は小さくなると推測できる。つまり、ヘイズ値が高くなるほど、色ムラは目立
たなくなる。
【００８１】
　色ムラの判定結果に示すように、色ムラは、光拡散層４０のヘイズ値が８１．９％以下
では「ＮＧ」であり、８９．３％以上９１．８％以下では「ＯＫ」である。よって、色ム
ラを抑制する観点から、光拡散層４０のヘイズ値は、８９％以上９２％以下であるとよい
。
【００８２】
　なお、図７では、接着層３０の厚みが０．４ｍｍである場合の結果を示しているが、接
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着層３０の厚みが０．４ｍｍ以上０．６ｍｍ以下の範囲であれば、図７に示す結果と同様
の結果が得られると考えられる。つまり、接着層３０の厚みが０．４ｍｍ以上０．６ｍｍ
以下の範囲である場合、光拡散層４０のヘイズ値が８９％以上９２％以下であれば色ムラ
は改善される。また、色ムラをさらに抑制する観点から、光拡散層４０のヘイズ値は、９
０％以上９２％以下であるとよい。重像見えをさらに抑制する観点から接着層３０の厚み
は、０．４ｍｍ以上０．５ｍｍ以下であるとよい。なお、光拡散層４０のヘイズ値は、９
２％より高くてもよい。また、接着層３０のヘイズ値は、光拡散層４０のヘイズ値より低
い。
【００８３】
　［５．効果など］
　以上のように、本実施の形態に係る液晶表示装置１は、互いに対向して配置される第１
表面偏光板１３ｂ（第１偏光板の一例）及び第１裏面偏光板１３ａ（第２偏光板の一例）
を有する第１液晶パネル１０と、当該第１液晶パネル１０と重ね合わせて配置され、第１
液晶パネル１０と反対側に第２裏面偏光板２３ａ（第３偏光板の一例）を有する第２液晶
パネル２０と、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に配置される接着層３０
と、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に前記接着層と積層して配置される
光拡散層４０とを備える。
【００８４】
　これにより、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に接着層３０が配置され
るので、周囲の温度が変化した場合の第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間隔
が、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に空間が存在する場合に比べ変化し
にくい。つまり、液晶表示装置１によれば、周囲の温度が変化した場合でも、第１液晶パ
ネル１０及び第２液晶パネル２０の間の間隔が一定に保たれやすいので、視差による画像
品位の低下を抑制することができる。また、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０と
の間に光拡散層４０が配置されるので、光拡散層４０が配置されていない場合に比べ、視
差による画像品位の低下を抑制することができる。よって、液晶表示装置１は、従来より
も視差による画像品位の低下を抑制することができる。
【００８５】
　また、液晶表示装置１は、第２液晶パネル２０に対して第１液晶パネル１０と反対側に
対向して配置されるバックライト５０を備える。そして、光拡散層４０は、第１液晶パネ
ル１０と接着層３０との間に配置される。
【００８６】
　これにより、光拡散層４０が第２液晶パネル２０と接着層３０との間に配置されている
場合に比べ、視差による画像品位の低下を効果的に抑制することができる。
【００８７】
　また、第２液晶パネル２０は、さらに第１液晶パネル１０側に第２表面偏光板２３ｂ（
第４偏光板の一例）を有する。
【００８８】
　これにより、液晶表示装置１は、第２液晶パネル２０が両面に第２パネル用偏光板２３
（具体的には、第２表面偏光板２３ｂ及び第２裏面偏光板２３ａ）を有する構成であって
も、従来よりも視差による画像品位の低下を抑制することができる。また、第２表面偏光
板２３ｂが光拡散層４０を有している場合に比べ、第２表面偏光板２３ｂの厚みを薄くす
ることができるので、視差による画像品位の低下をより抑制することができる。
【００８９】
　また、接着層３０の厚みは、０．４ｍｍ以上０．６ｍｍ以下である。
【００９０】
　これにより、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間隔（セル間ギャップ）を
狭くすることができるので、視差による画像品位の低下をさらに抑制することができる。
液晶表示装置１は、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に光拡散層４０を備
えることで、上記の接着層３０の厚みを実現できる。
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【００９１】
　また、光拡散層４０のヘイズ値は、８９％以上９２％以下である。
【００９２】
　これにより、液晶表示装置１は、第１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０の少なく
とも一方がカラー画像を表示する場合、さらに色ムラの発生を抑制することができる。
【００９３】
　また、第１液晶パネル１０は、カラー画像を表示し、第２液晶パネル２０は、モノクロ
画像を表示する。
【００９４】
　これにより、モノクロ画像の重ね合わせによってカラー画像の黒を引き締めることがで
きるので、高コントラスト比のカラー画像を表示することができる。
【００９５】
　（その他の実施の形態）
　以上、実施の形態に係る液晶表示装置について説明したが、本開示は、上記実施の形態
に限定されるものではない。
【００９６】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００９７】
　例えば、上記実施の形態では、第１透明基板１１及び第２透明基板２１は、ガラス基板
としたが、これに限らず、透明樹脂基板等であってもよい。
【００９８】
　また、上記実施の形態では、光拡散層４０が接着性を有している例について説明したが
、これに限定されない。光拡散層４０は接着性を有しておらず、接着層を介して第２表面
偏光板２３ｂに接着されてもよい。
【００９９】
　また、上記実施の形態では、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に、接着
層３０及び光拡散層４０が配置される例について説明したが、これに限定されない。例え
ば、接着層３０が光拡散性を有する場合、光拡散層４０は設けられなくてもよい。すなわ
ち、液晶表示装置１は、第１液晶パネル１０と、第１液晶パネル１０と重ね合わせて配置
される第２液晶パネル２０と、光拡散性を有し、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２
０との間に配置される充填層（例えば、接着層３０）とを備える構成であってもよい。な
お、光拡散性を有するとは、例えば、充填層のヘイズ値が８９％以上であることであって
もよい。また、光拡散性を有する充填層は、光拡散性を有する光拡散層４０と、光拡散層
４０より光拡散性が低いと接着層３０とを積層した構成であってもよい。また、接着層３
０は、光拡散性を有していなくてもよい。なお、光拡散性を有していないとは、実質的に
光を拡散しないことを意味し、例えば、ヘイズ値が１０％以下である。
【０１００】
　また、上記実施の形態では、接着層３０と、第１裏面偏光板１３ａ及び第２表面偏光板
２３ｂの一方との間に光拡散層４０が配置される例について説明したが、これに限定され
ない。液晶表示装置１は、接着層３０と第１裏面偏光板１３ａとの間に配置される第１光
拡散層、及び、接着層３０と第２表面偏光板２３ｂとの間に配置される第２光拡散層を有
する構成であってもよい。この場合、視差が発生することを抑制する観点から、第２光拡
散層のヘイズ値は、第１光拡散層のヘイズ値より高いとよい。言い換えると、光拡散層４
０は、第１光拡散層及び第２光拡散層を有し、第１光拡散層及び第２光拡散層のうち、第
２液晶パネル２０に近い位置に配置される光拡散層（例えば、第２光拡散層）のヘイズ値
は、第２液晶パネル２０に遠い位置に配置される光拡散層（例えば、第１光拡散層）のヘ
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イズ値より高いとよい。
【０１０１】
　また、上記実施の形態では、色ムラの判定は、目視により実施される例を示したが、こ
れに限定されない。色ムラの判定は、色ムラ値により判定されてもよい。例えば、色ムラ
値が１．０×１０－５以下である場合に、色ムラが「ＯＫ」であると判定してもよい。
【０１０２】
　また、上記実施の形態における液晶表示装置１は、テレビに限定されず、取得した入力
画像を表示する機能を有するあらゆる装置に適用可能である。例えば、液晶表示装置１は
、デジタル放送受信機能及び受信したデジタル放送の番組を再生する機能を有するタブレ
ット端末、据え置き型及び／又は携帯型のパーソナルコンピュータ、モニタ、ゲーム機等
に適用されてもよい。
【０１０３】
　また、上記実施の形態において、第１液晶パネル１０がカラー画像を表示し、第２液晶
パネル２０がモノクロ画像を表示する構成としたが、これに限定されない。例えば、第１
液晶パネル１０がモノクロ画像を表示し、第２液晶パネル２０がカラー画像を表示する構
成であってもよいし、第１液晶パネル１０及び第２液晶パネル２０のそれぞれがカラー画
像又はモノクロ画像を表示する構成であってもよい。
【０１０４】
　また、本開示の一態様は、第１液晶パネル１０及び当該第１液晶パネル１０と重ね合わ
せて配置される第２液晶パネル２０を有する液晶表示装置１における視差による二重像を
抑制する画像表示方法として実現されてもよい。具体的には、視差による二重像を抑制す
る画像表示方法は、バックライト５０から出射された第１光が第２液晶パネル２０を透過
することで、第１光の明るさ及び色の少なくとも一方が変化した第２光を第２液晶パネル
２０から出射し、第２液晶パネル２０から出射された第２光を拡散し、拡散された第２光
が第１液晶パネル１０を透過することで、第２光の明るさ及び色の少なくとも一方が変化
した第３光を第１液晶パネル１０から出射し、当該第３光により二重像が抑制された画像
を表示する。
【０１０５】
　その他、上記実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、
本開示の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態及び変形例における構成要素及び機能を任意
に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本開示は、例えば、複数枚の液晶パネルを重ね合わせて構成される液晶表示装置に適用
可能である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　液晶表示装置
　２　　液晶モジュール
　１０　　第１液晶パネル
　１１　　第１透明基板
　１１ａ　　第１ＴＦＴ基板
　１１ｂ　　第１対向基板
　１２　　第１液晶層
　１３　　第１パネル用偏光板
　１３ａ　　第１裏面偏光板（第２偏光板）
　１３ｂ　　第１表面偏光板（第１偏光板）
　１４　　ＴＦＴ層
　１５　　画素形成層
　１５ａ　　第１ブラックマトリクス
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　１５ｂ　　カラーフィルタ
　２０　　第２液晶パネル
　２１　　第２透明基板
　２１ａ　　第２ＴＦＴ基板
　２１ａ１　　入射面
　２１ｂ　　第２対向基板
　２１ｂ１　　出射面
　２２　　第２液晶層
　２３　　第２パネル用偏光板
　２３ａ　　第２裏面偏光板（第３偏光板）
　２３ｂ　　第２表面偏光板（第４偏光板）
　２３ｂ１　　反射防止層
　２３ｂ２　　偏光層
　２３ｂ３　　基材
　２３ｂ４　　接着層
　２４　　ＴＦＴ層
　２５　　画素形成層
　２５ａ　　第２ブラックマトリクス
　３０　　接着層
　４０　　光拡散層
　５０　　バックライト
　６０　　筐体
　７０　　スタンド
　ｕ’　　色度
　Δｕ’　　色差
　Ｌ　　距離
　Ｐ１、Ｐ２　　ポイント
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